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事　業　報　告

７．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制ならびに会社の業務の適正を確
保するための体制については以下のとおりであります。

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、以下の経営理念に基づき、企業価値の向上を図ることが、株主、お客様、お取引先、従業員、地
域社会等（以下、「ステークホルダー」という。）との信頼関係を築き、期待に応えるものと考えておりま
す。係る経営理念の実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、有効なコーポレー
ト・ガバナンス体制の構築に努め、業務の適正性を確保します。また、中長期的な企業価値の向上を目指
し、株主・投資家との建設的な対話を行うことが重要であると考え、対話を通じて、経営理念に対する理解
を得るとともに、株主・投資家の立場を理解し、適切な対応に努めております。
【経営理念】
(a)地域社会に対する貢献

　環境負荷の少ないエネルギーを、地域社会に最適な供給方法により安全と安定供給を担保しつつ適正価
格で提供することにより、お客様のより快適な生活に資するとともに、地域社会の環境保全や防災活動に
貢献します。また、地域社会の一員として地域の価値向上に積極的に参加し、かつ納税義務を果たすこと
も企業としての社会的責任であり社会貢献と考えます。

(b)企業の持続的成長を目指す
　地域社会に貢献し、お客様を増やすことが経営基盤をさらに強固なものとすると考え、適正な利益を確
保し効率的な投資を行い、企業価値の中長期的な向上に努めます。また、株主に対しては継続的・安定的
な配当と内部統制体制の構築により、株主価値の向上に努めます。

(c)人的資源の尊重
　従業員をはじめとする人的資源は企業を支える重要な財産と位置づけ、お客様に密着したきめ細かいサ
ービスを行うため従業員の能力を最大限に発揮できるような経営を行うことは、企業の持続的成長のため
に不可欠な要素であります。その根底に従業員、お取引先ならびにその家族の幸福が不可欠であり、経営
に当たってその増進を目指します。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
　当社は、監査役会設置会社を採用しております。当該体制を採用する理由は、効率的な業務執行の状況を
重視しつつ、経営の透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役による経営監視体制を堅持し
て、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるうえ上で有効と判断しているためです。また、当社は、経
営の監督と業務執行の分離を進めるため執行役員制度を導入しており、取締役会は経営の意思決定と監督機
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能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。
　当事業年度における当社の取締役会は、独立社外取締役２名を含む５名（代表取締役社長執行役員 和田
眞治、代表取締役専務執行役員 渡辺大乗、同 柏谷邦彦、社外取締役 井出隆、同 河野哲夫)で構成し、毎月
取締役会を開催しております。また毎月１回以上開催の副本部長以上の執行役員によって構成される経営会
議に加えて、常勤取締役、常勤監査役、各支店長・各部門長および子会社各社の社長が出席するグループ執
行役員会議を開催することにより、経営の意思決定および職務の執行が効率的に行われる体制を確保してお
ります。
　また、取締役会の諮問機関として、「ＥＳＧ経営推進委員会（委員長：社外取締役 井出隆）」を設置す
ることで、中長期的な事業環境の変化がビジネスモデルに与えるリスクと事業機会をＥＳＧ（環境・社会・
ガバナンス）の観点から整理・共有し、当社グループ全体のＥＳＧ経営を推進し、事業を通じて社会的課題
の解決を図るとともに、当社グループの持続的成長の実現と中長期的な企業価値の向上のための活動を実施
し、ステークホルダーの期待に応える取り組みを実施しております。
　当社の監査役会は、独立社外監査役３名を含む４名（当事業年度における体制：常勤監査役 安藤克彦、
社外監査役 山田剛志、同 中嶋克久、同 五味祐子）で構成されております。監査役会は、取締役会の開催に
先立ち毎月開催されるほか、必要に応じて監査役会を開催しております。各監査役は、取締役会への出席
や、取締役および各部門へのヒアリングに加え、会計監査人および当社の内部監査を担う監査室から報告を
受けるなど緊密な連携を保ち、取締役の業務執行を監査しております。
　また、常勤監査役は、取締役会、経営会議およびグループ執行役員会議等の重要な会議に出席し、必要に
応じて意見陳述を行う等、取締役の業務執行を監視する体制を確保しております。

③　企業統治に関するその他の事項
(a）内部統制システムの整備の状況

　当社および当社子会社の業務の適正を確保するための体制（2019年８月23日開催の取締役会で決議）
の内容は、以下のとおりです。

（イ）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに会社の業務の適正を
確保するための体制

・　当社は、経営理念を実現するための有効なコーポレート・ガバナンスならびに内部統制システムの
構築を総合的に行うための体制として、代表取締役社長執行役員 和田眞治を委員長とする「内部統
制システム委員会」を中心とし、その下部組織に「グループリスク管理委員会（委員長：代表取締役
専務執行役員 コーポレート本部長 柏谷邦彦）」、「グループコンプライアンス委員会（委員長：同 
柏谷邦彦）」、「情報開示委員会（委員長：同 柏谷邦彦）」および「内部統制ワーキンググループ
（統括責任者：法務部長 星新也）」を編制のうえ、グループ内部統制システムの整備および運用を
進めることにより、適法かつ効率的に業務を執行する体制の確立を図っております。

・　財務報告に係る内部統制については、「内部統制ワーキンググループ」が所管し、全社的な統制、
各業務プロセスの整備・運用評価をする委員を選定しています。また、当社の子会社にもそれぞれ評
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価委員を選定のうえ、整備・運用の評価に関する進捗状況の報告やモニタリングの実施状況、評価結
果の改善等について協議して運営しております。

・　また、当社は、弁護士等その他第三者の状況について、８つの法律事務所と連携し、法律上の判断
が必要な際に随時確認する等、コンプライアンス経営に資する法律面のコントロール機能が働く仕組
みを構築しております。

（運用状況）
：当社は、社内外の環境変化に適切に対応していたくため、「グループ内部統制システム委員会」を

はじめとする内部統制システムに関わる規程類を制定し、審議を更に活性化させております。
：当社は、当社グループの経営状況等に関する情報を適正かつ適時に開示し、その公平性や有用性を

高めるため、情報開示の方針を定めております。その実効性を確保するため、「情報開示委員会」
を設置し、法令および社内規程等に基づいて企業活動に関する情報を適時・適切に開示しておりま
す。

（ロ）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・　当社は、監査役会設置会社を採用し、監査役による適法性監査をコンプライアンス経営の基礎とし

たうえで、社外取締役によるモニタリング機能やアドバイザリー機能の強化、執行役員制度を採用し
た業務執行上の責任の明確化と権限委譲を行い、積極的かつ機動的な業務執行体制を構築すること
で、経営の「健全性・透明性の確保」を前提とする適正な「効率性の追求」を行う体制を整備してお
ります。

・　役員および従業員等を対象とするコンプライアンスプログラムとして、「日本瓦斯グループ役職員
行動規範」を制定し、公正かつ適正な経営を実現し、企業に与えられた社会的責任を果たしていくた
めの体制を確保しております。

・　反社会的勢力への対応に関し、当社グループは、「日本瓦斯グループ役職員行動規範」において
「社会の秩序や安全に悪影響を及ぼすような反社会的勢力やその組織に対して、毅然たる態度で臨
み、これらへの関与を明確に拒絶・排除する」という方針を定めております。

・　財務報告に係る内部統制については、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所規則等との整合性
を確保するため、必要かつ十分な体制を構築しております。

（運用状況）
：コンプライアンスの実践は、当社グループが企業として社会に信頼され、永続していくための前提

条件であると認識しております。「コンプライアンス委員会規程」に基づき、「グループコンプラ
イアンス委員会」が主導し、「日本瓦斯グループ役職員行動規範」および「日本瓦斯グループ職場
におけるハラスメント防止策に関する基本方針」等を制定し、役員および従業員等が、それぞれの
立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え、業務執行にあたるよう定期的にグループウェア
による啓発活動、法務部および外部講師による勉強会や講習会を開催し、法令、定款および社内規
程等を遵守するための取り組みを継続的に行っております。また、当社グループは、健康経営を推
進するため、「安全衛生委員会」を設置し、従業員等の長時間労働の削減、健康増進、労働生産性
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の向上、有給休暇の取得推進など職場環境の改善にも積極的に取り組んでおります。当社グループ
は、公正かつ適切な経営を実現し、企業に与えられた社会的責任を果たすべく、コンプライアンス
の確立を宣言しております。また、当社グループでは、コンプライアンスの遵守ならびに実践に資
する取り組みとして、以下の施策を実施しております。

：法令および定款の遵守はもとより、不正や反社会的な行動をとらないよう内部統制、贈収賄、イン
サイダー取引、個人情報保護、ハラスメント等にかかる教育を実施し、コンプライアンス意識の啓
発および「日本瓦斯グループ役職員行動規範」の周知徹底を図っております。

：「グループコンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する啓発・教育活動を通
じ、コンプライアンスを推進する風土醸成を実践しています。

：一般的な「コンプライアンス」の推進活動のほか、役員および従業員等に対するコンプライアンス
の意識調査を実施し、当社グループが独自に取り組むべき課題を認識したうえで、適切な推進活動
を実施しております。

：コンプライアンス推進体制の強化のため、内部通報制度「グループ・ヘルプライン（社内窓口・社
外窓口）」を設置し、情報提供者からの通報内容を守秘し、当該情報提供者のプライバシーを保護
し、不利益な扱いをしないことを徹底したうえで、コンプライアンス違反に関するリスクの早期発
見、回避、極小化および再発防止を行う体制を整備し、コンプライアンス推進体制の実効性を高め
ております。また、当事業年度においては、経営陣から独立した常勤監査役を窓口とする監査役ヘ
ルプラインを新たに設置し、コンプライアンス経営を強化するための体制を整備し、運用しており
ます。

：役員および従業員等がハラスメントに関する理解を深め、全ての役員および従業員等の人権が尊重
され、その能力が十分に発揮できる職場環境を整備するため、「日本瓦斯グループ職場におけるハ
ラスメント防止策に関する基本方針」を制定し、当該方針に則り、ハラスメントに対して適切な対
応を実施しております。

：内部通報制度については、「グループ・ヘルプライン」を設置し、内部通報の報告・相談に関する
窓口（社内窓口：監査室長／社外窓口：法律事務所／監査役窓口：常勤監査役）、方法（電話・メ
ール・手紙等）、対応フローなどを明確にし、重要会議や研修等を通じて当社グループに周知して
おります。また、情報提供者のプライバシーの保護、秘密保持の徹底、不利益な取り扱いの禁止を
含む内部通報制度の利用ルール等を定めた「グループ・ヘルプライン規程」を整備し、周知してお
ります。当社グループは、「グループ・ヘルプライン制度」を維持することによりコンプライアン
スの実効性の向上に努めております。

：当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および関連する団体とは一切の関
係を持たず、さらに、それらからの要求を断固拒否し、これらと関わりのある企業、団体、個人と
はいかなる取引も行わない方針を堅持しております。反社会的勢力および関連する団体から不当な
要求を受けた場合、統括管理部門である法務部の主導のもと、警察・法律事務所等との連携を密に
し、適正に対応するよう努めております。
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（ハ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・　取締役会その他の重要な会議における意思決定に関する情報および代表取締役の決裁をはじめとす

る職務執行上の重要な決裁に関する情報ならびに財務、事務およびコンプライアンスリスクに関する
情報（電磁的情報を含みます。）を社内規程に基づいて適切に記録・保存・管理し、必要な関係者が
閲覧できる体制を整備しております。

・　情報セキュリティ対策をリスクマネジメントの観点から総体的に推進するため、「日本瓦斯グルー
プ情報セキュリティ基本方針」を制定し、情報セキュリティに関わる「情報セキュリティ対策チーム
（責任者：法務部長 星新也）」を設置し、当社グループの情報セキュリティ体制を整備しておりま
す。

・　個人情報の適法かつ適正な取り扱いを推進するため、当社グループの各社が「個人情報保護方針」
および社内規程を制定し、適切かつ安全に個人情報の取得・保存・管理等を実施する体制を整備して
おります。

・　当社は、コーポレート本部長を委員長とする「情報開示委員会」を設置し、会社の重要な情報の開
示に関連する「ディスクロージャーポリシー」および社内規程を制定し、法令等および証券取引所の
諸規則等の要求に従い、開示すべき情報が適正に、適時かつ公平に開示される体制を整備しておりま
す。

（運用状況）
：重要な会議の議事録、会議録、稟議書、契約書、計算関係書類その他の重要な文書（電磁的記録を

含む。）および職務執行上の重要な決裁に関する情報ならびに財務、事務およびコンプライアンス
リスクに関する情報（電磁的情報を含みます。）につきましては、いずれも関係法令および関連す
る社内規程ならびに契約等に従って適切に保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しておりま
す。

：情報セキュリティ対策を推進するため、「情報セキュリティ対策チーム」が平時から情報セキュリ
ティ事故発生の予防に資する取り組みを実施しているほか、情報セキュリティを脅かす事象が発生
したときには適時かつ適切に対応を実施しております。

：個人情報の適法かつ適正な取扱いを推進するため、統括管理部門である法務部の主導のもと、継続
的に研修を実施しているほか、関係法令に適合するための取り組みを実施しております。

：財務情報を含む当社グループの非公開情報を保護するとともに、外部への公平かつ適時・適切な情
報開示を促進し、お客様、株主様等からの信頼を確保のうえ、公平かつ適示・適切な情報開示を行
う体制を維持しております。

（ニ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・　当社は、様々な損失の危険に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備

することにより、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を実施し、当社グループのリスクを横断
的に認識し、リスク分類毎に各業務の所管部門が把握・評価しております。また、これらについて定
性・定量それぞれの面から、適切な対応を行うため、「グループリスク管理委員会」を設置し、「グ
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ループリスク管理規程」に基づき、総合的なリスク管理を実施しております。「グループリスク管理
委員会」は、当社グループのリスク量やリスク管理の状況等について、必要に応じて、経営会議、取
締役会に報告しております。また、リスク管理の有効性に関して、検証・評価し、不断の見直しを行
っております。

・　当社は、平時から、「グループリスク管理委員会」において、当社グループにおけるリスクを評価
し、必要かつ十分な対応方針を策定しております。統制すべきリスクについては役員および従業員等
の教育を徹底し、そのリスクの軽減等に取り組む体制を整備しております。

・　当社は、大規模災害や新型コロナウィルス感染症の流行等の当社グループに著しい損害を及ぼす事
態の発生や有事を想定し、事業の中断を最小限にとどめ、ライフライン事業の実績から培ったノウハ
ウ等を活かした社会インフラ機能を維持するため、事業継続マネジメント（BCM）体制の整備に努
めております。また、大震災等に備え、「災害対策マニュアル」を整備しております。

・　当社は、自然災害、事故、感染症等の流行、犯罪、情報システムへの不正なアクセスその他当社グ
ループ運営上の緊急事態が発生した場合、速やかに被害状況を報告する対応体制を構築するととも
に、対策本部を設置し、必要な対応を実施する体制を整備しております。

（運用状況）
：万一の災害に備え、統括管理部門であるエネルギー事業本部が主導し、安全面・環境面・物流面か

ら緊急保安体制を整備し、防災訓練等を毎年実施することで、事業継続マネジメント（BCM）体
制ならびに災害対策マニュアルの実効性の確保に努めております。

：事業におけるリスクを把握、評価、分析し、部門目標に反映して適切に管理しているほか、ライフ
ライン事業に携わる社会的責任を負担する当社グループにおいて、緊急事態発生時の対策、災害発
生時の対策などに関わるマニュアルを策定し、必要な訓練を行っております。

：「グループリスク管理委員会」が「グループリスク管理規程」に基づいて当社グループの総合的な
リスクを管理し、必要に応じて対策本部を設置のうえ、対策本部から指示を受けた関係部門が必要
な対応を行うことでリスクの低減ならびに損失の最小化を図っております。

：損害・損失等を抑制するための具体策を迅速に決定・実行する組織として、グループリスク管理委
員会委員長を本部長とする対策本部を設置し、適時に被害・損害等の状況を把握し、必要な対応を
実施するための危機管理に係る社内規程を制定しております。また、地震やテロ等の災害による損
害等を受けた場合にも、当社グループ事業の継続または早期復旧・再開を図る災害時の事業継続管
理に係る社内規程を制定しております。

（ホ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・　当社は、定例の取締役会を毎月開催し、重要事項の意思決定ならびに取締役の職務執行状況の監督

等を行っております。また、職務執行と経営効率を向上させるため、執行役員によって構成される経
営会議を毎月１回以上開催し、常勤取締役、常勤監査役、各支店長・各部門長および子会社各社の社
長が出席するグループ執行役員会議を毎月開催し、業務執行に関わる基本的事項および重要事項に係
る各種報告等を機動的に行う体制を整備しております。さらに、業務の運営については、将来の事業
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環境を踏まえ経営計画および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定のうえ、各部門においてその
目標達成に向けた具体策の立案と実行に努めております。

・　業務の合理化・簡素化、組織のスリム化およびITの適切な利用を通じ、業務の効率化を推進してお
ります。

・　役員と従業員等の間の適切な情報伝達と意思疎通を推進するため、従業員等に向けた経営の方針等
が速やかに伝達できる体制の構築に努めております。

（運用状況）
：当社は、当事業年度に取締役会を12回開催し、取締役と監査役の出席の下、定款、取締役会規則

および職務権限規程（決裁権限基準）に則った個別議案の決議だけでなく、経営に関する重要な事
項（成長戦略・投資・資本政策・人事戦略など）について必要な審議等を経て決議をしておりま
す。

：当社は、当社グループの役員および従業員等の職務執行が、効率的かつ的確に行われる体制を確保
するため、次のとおり、職務執行に関する権限、決裁事項および報告事項の整備、指揮命令系統の
確立ならびに経営資源の有効活用を行っております。

：当社グループにおいて、取締役会の決議事項および報告事項を整備することで取締役会の関与すべ
き事項を明らかにしております。また、当社はこれに整合するよう執行役員および管理職の業務執
行権限を定めております。

：社内規程を制定し、社内組織の目的および責任範囲を明らかにするとともに、組織単位ごとの職務
分掌、業務執行に係る責任者、職務権限の範囲等を定めております。

：当社グループは、信頼性・利便性・効率性の高い業務運営を実現するため、ITマネジメント体制を
整備する組織の設置ならびにシステム計画およびシステムリスク管理等の策定を行うなど、当社グ
ループのITガバナンスおよびシステムリスク管理体制の整備に努めております。

：大規模自然災害等の危機発生時における当社グループの主要業務の継続および早期復旧の実現を図
る体制を整備するなど、有事における経営基盤の安定と健全性の確保を図っております。

（ヘ）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

：当社は子会社の管理に関し、「日本瓦斯グループ会社管理規程」を整備し、重要事項に関しては子
会社から当社への報告・承認を求めることとするとともに、定期的に協議を行い、経営管理情報・
危機管理情報等を共有することで、企業集団の業務の適正を確保するための体制の確立を図り、子
会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる体制ならびに取締役および使用人の職務執行が法
令・定款に適合する体制を確保しております。

：非常事態発生時の子会社を含めた連携体制によって当社に対して迅速な報告を行うなど、一定の重
要事項についての当社への報告体制を構築しております。

：当社の内部監査を担う監査室による子会社への監査および法務部による内部統制活動のレビューを
行っております。
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：当社グループ全体で円滑に情報を共有し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を整備
しております。

・　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
：当社は、当社グループのリスク管理を定める「グループリスク管理規程」を整備し、当社グループ

のリスクを概括的に管理する体制を構築しております。
・　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

：子会社は、当社に対し、中期経営計画および年度事業計画を提出し、当社は、連結ベースで子会社
の業績管理を行っております。

：当社の基幹業務システム「雲の宇宙船」およびグループウェアを子会社に導入し、当社グループ共
通のシステムを整備し、当社グループ内の情報共有を図っております。

：当社グループ内での管理業務の集約化と合理化を図り、適正な人材の配置を進め、円滑な業務の遂
行体制の整備に努めております。

（運用状況）
：当社グループの経営戦略に係る情報共有と方針決定のため、グループ各社の社長等は、当社のグル

ープ執行役員会議等の会議に出席しております。
：当社の取締役および執行役員が子会社の取締役を務めることにより、当社グループ全体の統一的か

つ迅速な意思決定を行っております。
：「グループリスク管理委員会」に、子会社も参画し、横断的に当社グループのリスクの把握に努

め、リスクを低減するための施策を講じております。
（ト）監査役の職務を補助すべき使用人とその独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項
・　監査役が補助使用人を置くことを求めた場合、その専属・兼務の別、人数・地位等について適切に

決定し、当該使用人の人事異動および人事評価については監査役会の同意を得るものとし、独立性お
よび指示の実効性の確保に努めております。

（運用状況）
　当社は、監査役の職務を補助する部署として監査室に監査役会事務局を設置しており、必要な専門
能力および業務の経験を有する人員を配置しております。

（チ）監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・　当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制

：当社は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることまたは法令、定款に違反しているおそれがある
ことを発見したときは、直ちに監査役に報告する体制を構築しております。

：内部通報窓口であるグループ・ヘルプライン（監査役窓口）を設置し、内部通報制度の経営陣から
の独立性と透明性の確保を図っております。

・　子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が親会社の監査役に報告をす
るための体制
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：子会社の役員および従業員等は、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見
した場合、当社の監査役に報告する体制を構築しております。また、子会社の役員および従業員等
は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報
告を行います。加えて、当社グループの内部監査部門は、当社の監査役に対し、子会社の内部監査
結果を報告する体制を構築しております。

・　監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する
ための体制

：当社は、監査役へ報告を行った役員および従業員等が、当該報告をしたことを理由に不利な取り扱
いを受けない旨の社内規程を整備しております。

・　監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
：監査費用を支弁するための予算を確保しております。

（運用状況）
：取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い

直ちに監査役に報告しております。また、取締役および従業員は、法令および定款に違反している
おそれがあることを発見したときには、「グループ・ヘルプライン（監査役窓口）」を通じて、監
査役に報告する社内規程を制定しております。

：常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、
「経営会議」、「グループ執行役員会議」、「内部統制システム委員会」、「グループコンプライ
アンス委員会」および「グループリスク管理委員会」などの重要な会議に出席するとともに、主要
な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説
明を求めることで監査役の監査が実効的に行われるよう運用しております。なお、監査役は、会計
監査人、内部監査部門、子会社の監査役等と定期的に三様監査会議を開催のうえ、必要な情報交換
を行い、緊密な連携を図っております。

：監査役は、重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとしております。
：当社は、監査役が、取締役、執行役員、会計監査人、内部監査部門等の職務を適切に監査するうえ

で必要な役員または従業員等からの情報収集や意見交換を行う場合、十分な協力を行っておりま
す。子会社の役員または従業員等からの情報収集や意見交換等を行う場合も同様としております。

：当社は、重要な会議の議事録その他の重要書類等（電磁的記録を含みます。）の閲覧について、グ
ループウェアによる情報共有を行うなど、監査役の求めに応じて対応しております。

：内部監査部門は、内部監査計画について監査役および監査役会と協議を行うこととしております。
また、内部監査部門は、監査役および監査役会に対して、内部監査結果等について所定事項の報告
を行うほか、必要に応じて監査役または監査役会からの指示を受けるものとしております。

：その他、当社グループの役員および従業員等は、監査役会が制定する監査役会規程および監査基準
に定める事項を尊重しております。

：監査役による、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の処理については、当該
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監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理し
ております。

（リ）財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
・　当社は、財務報告の信頼性および適正性の確保を経営の重要な責務として位置付け、これを実現す

るために、代表取締役が主導し、当社グループをあげて適正な内部統制システムを整備することを基
本方針としております。

・　当社は、財務報告の信頼性および適正性の確保にあたって、法務部および経財部において内部統制
システムの整備・運用状況の検証を行い、監査室において内部監査および取締役会ならびに監査役会
への適切な報告を行うことにより、取締役会および監査役会が継続的にこれをモニタリングできる体
制を整備しております。

（運用状況）
：当社は、財務報告に係る信頼性および適正性を確保するための管理体制の整備・運用に関する基本

計画および基本方針を制定しております。これらの実効性を確保するため、財務の管理を統括する
部門において、その管理責任者を定め、適正な計算書類等の作成や各種プロセス等を明確にしてお
ります。また、会計監査および内部監査結果等を踏まえ、各種プロセス等の見直しを適宜行い、こ
れらの適正性を確保しております。

：当社は、財務報告の適正性および信頼性を確保するため、当社グループにおける財務報告に係る内
部統制に関する基本方針を定めております。その実効性を確保するため、関連する内部統制を所管
する部署およびその評価部署を定め、一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠し、内
部統制の年度評価計画を策定するとともにその評価を行い、内部統制報告書を作成しております。

（ヌ）内部監査に係る体制
・　当社は、内部統制・牽制機能として監査室を設置し、内部監査計画に基づき、業務執行部門の活動

全般に関して内部監査を実施し、監査結果を取締役および監査役に報告する体制を整備しておりま
す。

・　監査室による内部監査が効率的かつ適切に実施されるための内部監査規程および社内規程を整備し
ております。

（運用状況）
　当社は、内部監査規程に則り、監査室が作成した内部監査計画に基づき、社内規程等の遵守状況、
内部統制システムの整備・運用の状況およびリスク管理体制が有効に機能しているかの検証を含め
て、当社グループの内部監査を実施しております。

（ご参考）
コーポレート・ガバナンス体制（2022年３月現在）
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コーポレートガバナンス・コード、コーポレートガバナンス・ガイドライン（2021年12月2日開示）
https://www.nichigas.co.jp/ir/management-policy/governance

株主総会

選解任

監査

選解任

選解任

監査
諮問

答申

営業本部 コーポレート本部エネルギー事業本部

会計監査人

連携

連携

連携

監査役会

報告

指示
報告・提案

業務執行
監督

（指示）

監査室

取締役会 ESG経営推進委員会
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監査

報告

代表取締役
内部統制システム委員会

グループリスク管理委員会

グループコンプライアンス委員会

情報開示委員会

内部統制ワーキンググループ

報告・提案
業務執行
監督

（指示）

報告・提案
指示

経営会議
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連　結　注　記　表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ５社
・連結子会社の名称 東彩ガス株式会社

東日本ガス株式会社
北日本ガス株式会社
日本瓦斯工事株式会社
日本瓦斯運輸整備株式会社

②　非連結子会社の状況
・非連結子会社の数 4社
・非連結子会社の名称 株式会社雲の宇宙船

Nippon Gas USA, Inc.
株式会社エナジープラス１
nt style works株式会社

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社4社はいずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上
高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため
であります。

(2) 持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社の数 １社
・持分法適用の非連結子会社 Nippon Gas USA, Inc.
・持分法適用の関連会社の数 ２社
・持分法適用の関連会社 東京エナジーアライアンス株式会社

Strategic Power Holdings LLC
・持分法の適用の範囲の変更　　　東京エナジーアライアンス株式会社は、当連結会計年度において重要

性が増したため、持分法の適用の範囲に含めております。
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・商品及び製品
・原材料及び貯蔵品

主として先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）によっております。

イ．有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ７～50年
機械装置及び運搬具 ４～22年

②　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況
・非連結子会社の名称 株式会社雲の宇宙船

株式会社エナジープラス１
nt style works株式会社

・持分法を適用しない理由 非連結子会社３社は、それぞれの当期純損益及び利益剰余金等からみ
て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り、且つ全体としても重要性がないためであります。

③　持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なるものの、当該会社の決算日現在の財務諸表を使
用している会社の数は2社であります。連結決算日との間に生じた重要な取引については、持分法適用
上必要な修正を行っております。

(3) 会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．棚卸資産

ロ．有価証券
・その他有価証券

市場価格のない株式等　　　　連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
以外のもの　　　　　　　　　産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
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ロ．無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
のれんについては、取得後５年及び20年で償却しております。自社
利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）
に基づいて償却しております。

ハ．リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっております。なお、主なリース期間は10年
であります。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将
来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

ハ．株式報酬引当金 役員報酬BIP信託による当社株式の交付に充てるため、株式交付規程
に基づき、取締役及び執行役員（委任型）に割り当てられたポイント
に応じた株式の支給見込額を計上しております。

ニ．ガスホルダー修繕引当金 連結子会社のうち東彩ガス株式会社、東日本ガス株式会社、北日本ガ
ス株式会社の都市ガス３社は、次回修繕見積り額を修繕周期にて配分
計上しております。

ホ．製品自主回収関連損失引当金 製品自主回収に関する直接回収費用及び関連する費用等について、当
連結会計年度末以降発生すると考えられる合理的な損失見込額を計上
しております。

④　収益及び費用の計上基準
イ.　LPガス及び電気の販売　　　  LPガス及び電気の販売に係る収益は、主にLPガス及び電気の販売であ

り、お客様との供給契約に基づいてガス及び電気を引き渡す履行義務
を負っております。当該履行義務は、お客様がLPガス及び電気を使用
することで充足されると判断し、お客様の使用量に基づいて収益を認
識しております。検針日が期末日と相違する場合は、検針日から期末
日までの使用量から算定される収益を合理的に見積り収益を認識して
おります。

ロ.　都市ガスの販売　　　　　　　都市ガスの販売に係る収益は、主に都市ガスの販売であり、お客様
との供給契約に基づいてガスを引き渡す履行義務を負っております。
当該履行義務は、お客様が都市ガスを使用することで充足されると判
断されますが、「ガス事業会計規則」に則り、毎月の検針により供給
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イ．退職給付に係る会計処理の
方法

①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており
ます。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定率法により按分した
額をそれぞれ発生の連結会計年度から費用処理することとしておりま
す。なお、連結子会社は、簡便法を適用しております。

ロ．ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の処理 原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要

件を満たしている金利スワップ取引は、特例処理を適用しておりま
す。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金

ヘッジ方針 リスクに関する内部規程に基づき金利変動リスクを一定の範囲内でヘ
ッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジの有効性については、ヘッジ対象とヘッジ手段について、相場
変動額をヘッジ期間全体にわたり比較し、評価しております。なお、
特例処理による金利スワップは、有効性の評価を省略しております。

量を計量し、それに基づき算定される料金を当月分の収益とする「検
針日基準」により収益を認識しております。

ハ.ガス機器等の販売、受注工事　　各事業において、関連するガス機器等の販売及び受注工事をしてお
ります。このような機器販売収益及び工事収益については、お客様の
指定する場所に製品の据付を完了し、お客様が検収した時点で履行義
務が充足されると判断し、「検収日基準」により収益を認識しており
ます。

⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
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２．会計方針の変更
（１）「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これに
よる主な変更点は以下のとおりです。
 ①LPガス事業及び電気事業の収益認識

　従来、LPガス事業及び電気事業において、検針日に顧客の使用量に基づき収益の計上が行われる「検針
日基準」により収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき履行義務の識別およびその充
足時点について検討を行った結果、ＬＰガス事業及び電気事業の収益は期末日までの顧客の使用量を計上
する「期末日基準」により収益を認識することにいたしました。なお、都市ガス事業につきましては、ガ
ス事業会計規則に則り、従来通り「検針日基準」により収益を認識しております。
　この結果、当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首
残高が1,900百万円増加しております。また、従来の方法に比べて、当連結会計年度の売上高が1,300百
万円、売上原価が1,164百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が
それぞれ136百万円増加しております。

 ②再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金の会計処理
　従来、顧客が負担する再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金について収益に含めて計上
しておりましたが、収益認識会計基準に基づき、収益を認識しない方法に変更いたしました。
　この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の電気事業セグメントの売上高及び売上原価が3,490
百万円減少しております。

　当該会計基準等の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、当該会計基
準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべ
ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、当該会計基準第86項
また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべ
ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期
首の利益剰余金に加減しております。

（２）時価の算定に関する会計基準等
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、連結計
算書類に与える影響はありません。
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  報告セグメント 連結計算書類計上額

ＬＰガス事業 電気事業 都市ガス事業

売上高        

（1）LPガス・電気・都市ガス        

　　①当期首から3月検針日
　　　 までに生じた収益

61,505 26,073 53,733 141,312

　　②3月検針日から当期末
　　　までに生じた収益 4,799 1,520 ― 6,319

合計 66,304 27,593 53,733 147,632
（2）機器・受注工事・
 　　プラットフォーム等

9,949 ― 4,970 14,920

顧客との契約から生じる収益 76,254 27,593 58,704 162,552

外部顧客への売上高 76,254 27,593 58,704 162,552

３．会計上の見積りに関する注記
　　繰延税金資産の回収可能性
　　（１）当連結会計年度計上額
　　　繰延税金資産　8,341百万円
　　（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産は、将来の事業計画に基づく課税所得の十分性、将来減算一時差異の解消見込年度のスケジ
ューリング等を鑑み、見積り計上しております。

４．収益認識に関する注記
(１) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。　　　　　（単位：百万円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関す
る注記等　(3)会計方針に関する事項　④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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当連結会計年度

　契約負債 199　百万円

有形固定資産の減価償却累計額 209,602百万円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普　通　株　式 40,197千株 80,394千株 1,987千株 118,603千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普　通　株　式 1,197千株 4,397千株 2,050千株 3,544千株

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他
に含まれております。
　顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額に重要性は
ありません。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に
は重要性はありません。

5．連結貸借対照表に関する注記

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（変動事由の概要）
　増加数の内訳は、次のとおりであります。
　　2021年4月1日付に普通株式1株につき3株の割合で行われた株式分割による増加　　80,394千株
　減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
　　2021年４月27日の取締役会決議による自己株式の消却による減少　　1,987千株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（変動事由の概要）
　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
　　2021年4月1日付に普通株式1株につき3株の割合で行われた株式分割による増加　　　　2,395千株
　　2021年４月27日の取締役会決議による自己株式の取得による増加　　2,000千株
　減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
　　2021年４月27日の取締役会決議による自己株式の消却による減少　　1,987千株
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・配当金の総額 2,468百万円
・１株当たり配当額 62.50円
・基準日 2021年３月31日
・効力発生日 2021年６月25日

・配当金の総額 2,911百万円
・１株当たり配当額 25.00円
・基準日 2021年９月30日
・効力発生日 2021年11月17日

・配当金の総額 2,912百万円
・１株当たり配当額 25.00円
・基準日 2022年３月31日
・効力発生日 2022年６月23日

(3) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

イ．2021年６月24日開催の第67回定時株主総会決議による配当に関する事項

（注）配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金30百万円が含まれて
います。

ロ．2021年10月28日開催の取締役会決議による配当に関する事項

（注）配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金35百万円が含まれて
います。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
2022年６月22日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し
ております。

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
（注）配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金35百万円が含まれて

います。

７．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、主にLPガス事業の設備投資やICT向け投資、都市ガス事業の供給設備に必要な資金
（主に銀行借入）を設備投資計画に基づき調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産（主
に預金）で運用し、また、短期的運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述す
るリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は
主に事業戦略上保有する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
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　営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて１年以内の支払期日であります。借
入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的とした
ものであり、償還期日は決算日後、最長で10年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利
変動リスクに晒されておりますが、大半は、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジし
ております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジの有効性の評価
方法等については、前述の「会計方針に関する事項」の「ヘッジ会計の方法」をご参照ください。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、販売管理規程及び与信管理規程に従い、営業債権について各営業部門の管理課が主要な取引
先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化
等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社においても、同様の管理を行ってお
ります。
　デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い
金融機関とのみ取引を行っております。
　当期の連結決算日における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額に
より表されております。

ロ．市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
　当社及び一部の連結子会社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ
取引を利用しております。
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業
との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
　デリバティブ取引については、取引権限や限度額を定めたデリバティブ管理規程に基づき、担当部署
が取引を行い、経財部において記帳及び契約先との残高照合等を行っております。連結子会社において
も、同様の管理を行っております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき経財部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動
性を売上高の１か月相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。また、「（２）金融商品の時価等に関する事項」におけるデ
リバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示す
ものではありません。
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連結貸借対照表
計上額（＊） 時価（＊） 差額

(1)投資有価証券
その他有価証券 342 342 ―

(2)長期借入金 （24,476) （24,400) 75

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券

株式 342 － － 342

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額1,749百万円）は、「その他有価証券」には含
めておりません。また、現金は注記を省略しており、「預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛
金」「電子記録債務」「短期借入金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記
を省略しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定
　　　　　　　　した時価
レベル２の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い
　　　　　　　　て算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 24,400 － 24,400

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 17,020 ― ― ―

受取手形及び売掛金 21,474 ― ― ―

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

長期借入金 14,764 9,618 7,233 4,628 2,493 504

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。

　　長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（注２）金銭債権の連結貸借対照表日後の償還予定額
（単位：百万円）

（注３）長期借入金の連結貸借対照表日後の返済予定額
（単位：百万円）
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(1) １株当たり純資産額 624円79銭
(2) １株当たり当期純利益 86円24銭

８．１株当たり情報に関する注記

９．後発事象
(自己株式の取得及び消却）
　当社は、2022年4月27日に開催した取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適
用される同法第156条第１項の規定により、自己株式を取得することを決議するとともに、会社法第178条の
規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。

(1) 自己株式の取得及び消却を行う理由
　成長を遂げるための財務基盤の充実が進んでいることに鑑み、株主還元の充実、資本効率の向上を図るため。

(2) 取得に係る事項の内容
①　取得する株式の種類 当社普通株式
②　取得する株式の総数 2,700,000株(上限)
③　株式の取得価額の総額 35億円(上限)
④　取得期間 2022年4月28日～2023年3月31日
⑤　取得する方法 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付け

(3) 消却に係る事項の内容
①　消却する株式の種類 当社普通株式
②　消却する株式の総数 2,000,000株(発行株式総数（自己株式を含む）に対する割合1.7％）
③　消却予定日 2022年5月19日
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個　別　注　記　表

①　有形固定資産
(リース資産を除く)

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物 ７～50年
　機械及び装置 ５～17年

②　無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法
のれんについては、取得後５年で均等償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいて償却しております。

③　リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっております。なお、主なリース期間は10年
であります。

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　棚卸資産
・商品　貯蔵品 主として先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）によっております。
②　有価証券

・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
・その他有価証券

市場価格のない株式等　　　　　事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
以外のもの　　　　　　　　　　入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
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(3) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金 売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
見込額を計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均
残存期間以内の一定の年数（５年）による定率法により按分した額を
それぞれ発生年度から費用処理しております。
　なお、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結
貸借対照表と異なります。

③　株式報酬引当金 役員報酬BIP信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程
に基づき、取締役及び執行役員（委任型）に割り当てられたポイント
に応じた株式の支給見込額を計上しております。

④　製品自主回収関連損失引当金 製品自主回収に関する直接回収費用及び関連する費用等について、当
事業年度末以降発生すると考えられる合理的な損失見込額を計上して
おります。

(4)　収益及び費用の計上基準
イ.　LPガス及び電気の販売　　　  LPガス及び電気の販売に係る収益は、主にLPガス及び電気の販売であ

り、お客様との供給契約に基づいてガス及び電気を引き渡す履行義務
を負っております。当該履行義務は、お客様がLPガス及び電気を使用
することで充足されると判断し、お客様の使用量に基づいて収益を認
識しております。検針日が期末日と相違する場合は、検針日から期末
日までの使用量から算定される収益を合理的に見積り収益を認識して
おります。

ロ.　都市ガスの販売　　　　　　　都市ガスの販売に係る収益は、主に都市ガスの販売であり、お客様
との供給契約に基づいてガスを引き渡す履行義務を負っております。
当該履行義務は、お客様が都市ガスを使用することで充足されると判
断されますが、「ガス事業会計規則」に則り、毎月の検針により供給
量を計量し、それに基づき算定される料金を当月分の収益とする「検
針日基準」により収益を認識しております。
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ハ.　ガス機器等の販売、受注工事　各事業において、関連するガス機器等の販売及び受注工事をしてお
ります。このような機器販売収益及び工事収益については、お客様の
指定する場所に製品の据付を完了し、お客様が検収した時点で履行義
務が充足されると判断し、「検収日基準」により収益を認識しており
ます。

ニ.　グループ会社への販売　　　　電気及び都市ガス、ガス機器等の販売のうち、日本瓦斯が連結子会社
へ販売する取引は代理人取引と判断し、販売金額から対象支払額を控
除した純額を収益として認識しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の処理 原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要
件を満たしている金利スワップ取引は、特例処理を適用しておりま
す。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金

ヘッジ方針 リスクに関する内部規程に基づき金利変動リスクを一定の範囲内でヘ
ッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジの有効性については、ヘッジ対象とヘッジ手段について、相場
変動額をヘッジ期間全体にわたり比較し、評価しております。なお、
特例処理による金利スワップは、有効性の評価を省略しております。
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２．会計方針の変更
（１)「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点
は以下のとおりです。
 ① LPガス事業及び電気事業の収益認識

　従来、LPガス事業及び電気事業において、検針日に顧客の使用量に基づき収益の計上が行われる「検針日
基準」により収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき履行義務の識別およびその充足時
点について検討を行った結果、ＬＰガス事業及び電気事業の収益は期末日までの顧客の使用量を計上する
「期末日基準」により収益を認識することにいたしました。なお、都市ガス事業につきましては、ガス事業
会計規則に則り、従来通り「検針日基準」により収益を認識しております。
　この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が
1,582百万円増加しております。また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が1,231百万円、売上原価
が1,164百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ66百万円増加し
ております。

 ② 再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金の会計処理
　従来、顧客が負担する再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金について収益に含めて計上し
ておりましたが、収益認識会計基準に基づき、収益を認識しない方法に変更いたしました。
　この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の電気事業セグメントの売上高及び売上原価が2,371百万円
減少しております。

 ③ グループ会社への販売取引の会計処理
　従来、電気及び都市ガス、ガス機器等の販売について、日本瓦斯が連結子会社へ販売する取引は収益に含
めて計上しておりましたが、収益認識会計基準の適用により代理人取引と判断し、販売金額から対象支払額
を控除した純額を収益として認識する方法に変更いたしました。
　この結果、従来の方法に比べて、当事業度の売上高及び売上原価が29,808百万円減少しております。

　当該会計基準等の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰
余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、当該会計基準第86項に定める
方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契
約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、当該会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適
用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件
に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。

(2) 時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
会計基準第10号　2019年７月４日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、計算書類に与える影響はあり
ません。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 46,102百万円

①　短期金銭債権 6,543百万円
②　長期金銭債権 8,834百万円
③　短期金銭債務 9,637百万円

関係会社との取引高
①　売上高 4,184百万円
②　仕入高 1,385百万円
③　販売費及び一般管理費 3,730百万円
④　営業取引以外の取引高 3,786百万円

普通株式 3,544千株

３．会計上の見積りに関する注記
　　繰延税金資産の回収可能性
　　①当事業年度計上額
　　　繰延税金資産　6,092百万円
　　②その他見積りの内容に関する理解に資する情報

①の金額の算出方法は、連結計算書類「注記事項(会計上の見積りに関する注記）繰延税金資産の回収可
能性」に記載した内容と同一であります。

４．貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

５．損益計算書に関する注記

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数
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(繰延税金資産)
貸倒引当金 2,452百万円
退職給付引当金 608百万円
株式報酬引当金 207百万円
顧客獲得費用 1,169百万円
未払事業税 126百万円
製品自主回収関連損失 93百万円
土地減損損失 946百万円
関係会社評価損 359百万円
未払金 109百万円
その他 321百万円
繰延税金資産小計 6,396百万円
評価性引当金 △215百万円
繰延税金資産合計 6,180百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金 △41百万円
固定資産圧縮積立金 △47百万円
繰延税金負債合計 △88百万円
繰延税金資産の純額 6,092百万円

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳
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種類 会社等の名称 議決権の所有
割合（％）

関連当事者と
の関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社 東彩ガス株式
会社 100.0(直接)

都市ガス等
の販売

資金の預り

役員の兼任

都市ガス等
の販売(注1,２）

資金の預り
支払利息(注3）

18,850

1,500
0

売掛金

預り金
(CMS預り金）

　3,772

　 7,200

子会社 東日本ガス株
式会社 100.0(直接)

都市ガス等
の販売

資金の預り

役員の兼任

都市ガス等
の販売(注1,２）

資金の預り
支払利息(注3）

7,170

500
0

売掛金

預り金
(CMS預り金）

　1,388

　 1,500

子会社 北日本ガス株
式会社 100.0(直接)

資金の貸付

役員の兼任

資金の貸付
受取利息(注3)

△560
11 長期貸付金

(CMS預け金）
1,650

種類 会社等の名称 議決権の所有
割合（％）

関連当事者と
の関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

関連会社の
子会社

Entrust 
Energy
East,Inc

 50.0(間接) 資金の貸付 資金の貸付

受取利息
(注1）

　　―

　　―

長期貸付金

投資その他の
資産/その他

　2,056

　1,136
　(注1)

関連会社の
子会社

Entrust 
Energy,

Inc
50.0(間接) 資金の貸付 資金の貸付

受取利息
(注1）

―

　　―

長期貸付金

投資その他の
資産/その他

　1,934

　  304
　(注1)

８．関連当事者との取引に関する注記
（１）子会社

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1.都市ガス、LPガス、電気、ガス機器等の販売については、市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定し

ております。
2.代理人取引である電気及び都市ガス、ガス機器等の販売取引について、総額の取引金額を記載してお

ります。
3.CMS(キャッシュ・マネジメントシステム）の利率については、当社の規定に基づき、市中金利等勘

案し協議の上、決定しております。なお、取引金額は、純増減額を記載しております。

（２）関連会社等

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
　　1.貸倒懸念債権に対し、簿価がゼロとなるまで貸倒引当金を計上しております。

　　また、当事業年度において、利息は計上しておりません。
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(1) １株当たり純資産額 388円33銭
(2) １株当たり当期純利益 75円29銭

９．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　４．収益認識に関す
る注記」に同一内容を記載しているため、記載を省略しております。

１０．１株当たり情報に関する注記

１１．後発事象
(自己株式の取得及び消却）
　当社は、2022年4月27日に開催した取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用
される同法第156条第１項の規定により、自己株式を取得することを決議するとともに、会社法第178条の規定
に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。

(1) 自己株式の取得及び消却を行う理由
　成長を遂げるための財務基盤の充実が進んでいることに鑑み、株主還元の充実、資本効率の向上を図るため。

(2) 取得に係る事項の内容
①　取得する株式の種類 当社普通株式
②　取得する株式の総数 2,700,000株(上限)
③　株式の取得価額の総額 35億円(上限)
④　取得期間 2022年4月28日～2023年３月31日
⑤　取得する方法 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付け

(3) 消却に係る事項の内容
①　消却する株式の種類 当社普通株式
②　消却する株式の総数 2,000,000株(発行株式総数（自己株式を含む）に対する割合1.7％）
③　消却予定日 2022年5月19日

─ 31 ─


